
- 1 - 

つがる市マスコットキャラクター使用規定 

 

（目的） 

第１条 この規定は、つがる市が権利を所有し、つがるブランド推進会議（以下「推進会議」

という。）がその運用を行うつがる市マスコットキャラクター（以下「キャラクター」と

いう。）の使用に関し、その取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

  

（使用目的） 

第２条 キャラクターは、つがる市及びつがるブランドのＰＲやイメージアップを目的とし

て、次の各号に掲げる場合を除き、等しくつがる市民の利用に供するよう取り扱うものと

する。 

 （１）法令、公序良俗に反する目的、または、そのおそれのある目的に供される場合 

 （２）キャラクターの使用により、つがる市及びつがるブランドのＰＲやイメージアップ

のシンボルとしての存在価値が低下すると会長が判断する場合 

 （３）使用上の遵守事項に従わない場合 

 （４）その他、会長が使用について不適当と認めた場合 

 

（使用手続き） 

第３条 キャラクターを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、使用開始前に、

会長に対して、つがる市マスコットキャラクター使用承認申請書(別紙)を提出し、会長の

承認を得なければならない。会長の承認を得てキャラクターを使用した場合、キャラクタ

ーを使用した対象物が完成した段階で推進会議へ提出するものとする。その際に提出が困

難な物については写真の提出をもって替えることができる。なお、キャラクターを使用で

きるものは次の各号に掲げるものとする。 

  （１）市内に居住しているもの 

 （２）市内に勤務しているもの 

 （３）市内で活動している団体 

 （４）市内で企業活動を行っている法人等 

 （５）報道機関 

 （６）その他、会長が必要と認めたもの 

２ 次の各号に掲げるものが、キャラクターを使用しようとする場合は、つがる市マスコッ

トキャラクター使用承認申請書の提出を省略することができる。 

 （１）推進会議 

 （２）つがる市 

 （３）つがるブランドの認定をうけたもの（ブランド産品にブランド産品認定マークを表

示する場合に限る。） 

 （４）報道機関（報道及び広報の目的で使用する場合に限る。） 

（５）その他、会長が必要と認めたもの 

３ 会長は、本条に規定する申請が、前条の規定に照らし適当と判断した場合は、キャラク

ターの使用の承認(以下「使用承認」という。)をつがる市マスコットキャラクター使用承

認書(別紙)により申請者に通知し、不適当と判断した場合は、使用承認の不可についてそ

の理由を明記した書面をもって申請者に通知する。 
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（使用範囲） 

第４条 キャラクターを使用できる範囲は，次に掲げる各号の事業を行う場合とする。なお、

以下の各号に掲げる事業に対して推進会議は実績を求めることができる。 

  （１）推進会議が主催、共催、後援、協賛する事業 

 （２）つがる市が主催、共催、後援、協賛する事業で、つがる市もしくはつがる市農産物

のＰＲやイメージアップ等が図れるもの 

 （３）農林水産物生産者、農林水産物加工品生産者、もしくは販売者が行う事業で、つが

る市もしくはつがるブランドのＰＲやイメージアップ等が図れる事業 

 （４）報道機関が行う事業で、報道及び広報の目的で行うもの 

 （５）その他、会長が必要と認めた事業 

 

（使用媒体） 

第５条  媒体は特に限定はせず、より広い媒体への使用を認める。 

 

（無償使用） 

第６条 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合のキャラクターの使用は、無償とする。 

 （１）推進会議が使用する場合 

  （２）推進会議が使用を依頼する場合 

 （３）つがる市が使用する場合 

 （４）営利を目的としないＰＲ、広報などに使用する場合 

（５）国、地方公共団体、市内で活動している団体等が、つがる市及びつがるブランドの

ＰＲやイメージアップ等を目的として使用する場合 

 （６）報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合 

 （７）その他、会長が必要と認めた場合     

 

（有償使用） 

第７条 キャラクターを使用したオリジナル製品等を開発し、営利を目的として販売する場

合は、有償とし使用料を徴収する。 

 

（使用料の算定） 

第８条 前条に規定する使用料の算定は以下のように行う。 

（１）使用承認された商品（以下「使用承認商品」という。）に対するライセンス使用

料 

    ア 基本料金   使用承認商品一種類につき 5,000 円 

    イ 従量使用料金 使用承認商品ごとに、次の式により算出された金額 

       従量使用料金＝Ａ×Ｂ×Ｃ 

        Ａ＝使用承認商品の想定小売価格 

        Ｂ＝使用承認商品の製造数 

        Ｃ＝ライセンス料率（推進会議との間で合意した料率） 

 （２）使用承認された景品（以下「使用承認景品」という。）に対するライセンス使用

料 

    ア 基本料金   使用承認景品一種類につき 5,000 円 

    イ 従量使用料金 使用承認景品ごとに、次の式により算出された金額 

       従量使用料金＝Ａ×Ｂ×Ｃ 

        Ａ＝使用承認景品の想定市価相当額 

        Ｂ＝使用承認景品の製造数 

        Ｃ＝ライセンス料率（推進会議との間で合意した料率） 
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２ 一度製造した使用承認商品または使用承認景品を追加で製造する場合は、追加の製造

を行う度につがる市マスコットキャラクター使用承認申請書を推進会議に提出するもの

とする。 

３ 納入された使用料は原則として返却しないものとする。 

 

（データ提供） 

第９条 使用承認を受けたものは、必要に応じてキャラクターの電子データの提供を受ける

ことができる。ただし、提供を受けた電子データは複製してはならず、使用期間終了後は

そのデータを推進会議まで返却しなければならない。 

 

（使用期間） 

第１０条 キャラクターの使用期間は、使用対象となる事業が終了するまでとする。 

 

（承認の取消し） 

第１１条 会長は、キャラクターの使用がこの規定及び承認の内容に違反していると認めら

れる場合は、承認を取り消すことができる。取り消されたものはその対象物を使用しては

ならない。 

 

（補足） 

第１２条 この規定に定めのない事項が生じたときや、この規定の解釈について疑義を生じ

たときは、協議の上解決する。    

 

附則 

 本規定は、平成２０年６月１３日から施行する。 

 本規定は、平成２１年４月１０日から施行する。 


